
事業者名： 休暇村南伊豆

※割引適用者全員記載 （参加店コード： ）
宿泊日 割引利用者名 住所(市区町村まで) 在住確認書類 ワクチン・検査証明確認 確認日 確認者

例 5月9日 元気 旅太郎 静岡県静岡市葵区 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 5月9日 ⻘島

1 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

2 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

3 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

4 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

5 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

6 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

7 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

8 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

9 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

10 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

11 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

12 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

13 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

14 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

15 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

16 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

17 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

18 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

19 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

20 / 免許証・保険証・マイナンバー・その他（          ） ワクチン接種済証 ・ 陰性証明証 /

※ワクチン接種証３回接種(３回目接種当日より可)・陰性の検査結果通知書(有効期間内)については、チェックイン時に必ず行ってください。
※予防接種済証またはＰＣＲ検査、抗原定量検査等の陰性の検査結果通知書(有効期間内)の確認を必ず行ってください。（原本・写し・写真いずれかを提示）
 （予防接種済証＝ワクチン３回目接種当日より可能。陰性の検査結果通知書(有効期間内)＝検査結果が陰性であること(有効期限：PCR検査・抗原定量検査は旅行日または宿泊日３日以内、抗原定性検査は１日以内)）
 ※陰性の検査結果通知書は①受験者氏名、②検査結果、③検査方法、④検査所名、⑤検体採取日、⑥検体管理者氏名、⑦有効期限が記載されている通知書が有効です。
※対象者：ワクチン接種証明書または陰性の検査結果通知書(有効期間内)の確認済みかつ、対象都県在住者のみ(対象都県外の⽅との旅⾏の場合、対象都県県⺠の⽅のみ割引適⽤可能)）
※対象都県：静岡県⺠、同意が得られた隣接及び地域ブロック(北陸信越・中部)の県⺠ ※同意が得られた対象の都県は、後日公表いたします。その都度、しずおか元気旅ＨＰにてご確認ください。
※利用当日に必ずワクチン接種済みまたは陰性の検査結果通知書(有効期間内)と本人確認を行ってください。忘れられた場合、割引適用不可となります。（後日確認不可）
※在住者確認＜公的書類＞・・・運転免許証、パスポート、健康保険証、国⺠年⾦⼿帳、住⺠票、市⺠証、町⺠証、村⺠証、在留カード、個人番号カード（マイナンバー）など
※有効公共料⾦明細書・・・発行日が宿泊（旅行）日より1か月以内のものに限る

【宿泊施設用】≪宿泊旅行者 対象都県在住およびワクチン証明確認書≫

※申込時に利用者が対象都県在住者であることの確認を公的書類(免許証、保険証など)や公共料⾦明細書にて、必ず行ってください。
 また、確認の履歴を書面に残していただきますようお願いいたします。事務局から提出を求められた際にお渡しいただける書面であれば、形式は問いません。  (宿泊旅行日、氏名、住所、確認書類、確認者は必須項目)


